	2007年SJC建議事項に対する検討答弁書


2008. 1
産業資源部
Ⅰ.総括 
 □ 建議事項の概要
○ ソウルジャパンクラブ(SJC)は、労使関係, 金融, 税務会計, 知的財産権, 個別要望事項など、五つの分野39事項を建議
< 建議事項の分類 >

	分野
	新規
	継続
	小計

	1. 労使関係
	3
	4
	7

	2. 金融
	2
	5
	7

	3. 税務会計
	4
	-
	4

	4. 知的財産権
	5
	8
	13

	5. 個別要望事項
	5
	3
	8

	小　　　計
	19
	20
	39


    *  継続課題は、過去の懇談会においても建議された課題であり、 新規課題は０７年度に初めて建議された事項である。
    **　０６年の場合、33項目を建議(新規１５、継続 １８)
 □ 検討結果
· 検討結果の分類 (4つの類型)

	分野 (個數)
	措置完了
	受入可能
	長期検討
	受入困難

	1. 労働·労使関係(7)
	
	
	3
	4

	2. 金融(7)
	
	2
	4
	1

	3. 税務会計(4)
	
	3
	1
	

	4. 知的財産権(13)
	2
	1
	6
	4

	5. 個別要望事項(8)
	
	2
	4
	2

	小　　計 (39)
	2
	8
	18
	11


○　措置完了： 不適切な区分への移行指令等、2件
○　受入可能：代金決済の事前申告義務の免除、税務調査期間の不合理な延長等、８件
○　長期検討：非正規職の使用期間制限の緩和、侵害立証の容易化等、１８件
○　受入困難：労働条件の下方硬直性の是正、商標の優先審査制度の導入等、１１件
 □ 措置計画
 ○　受入れ可能な課題は、新規「投資環境改善課題」に分類し、完了まで管理
Ⅱ. 分野別細部検討
1. 労働·労使関係分野 (7件)
	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	①国民年金返還一時金の外国人への適用
	福祉部
	 · 現在、二重保険料負担の免除のみを規定した韓日間社会保障協定を、給与支給を含む内容に改定中であり、同改定が行われる場合、現地採用の日本人勤労者の返還一時金の支払い問題が解決される可能性もある
·　国民年金返還一時金制度は、社会保障協定（給与を含む）が締結されていたり、相手国でこれに相応する制度を運営している場合に当該国民に適用されるもので、05年4月に発効した韓日社会保障協定が給与支給を含めておらず、日本は韓国の返還一時金制度に相応するものがないため、現在返還一時金の支給対象国ではない

	長期
検討

	②労働条件の下方硬直性是正のための法改定
	労働部
	 · 韓国の勤労基準法は、就業規則を変更する時に過半数の労働組合、または勤労者の過半数の意見を聴取することになっており、これは日本の労働基準法と同様である。
‐ただ、日本とは異なり、韓国の勤労基準法は、就業規則の不利益変更の際、過半数の労働組合、または勤労者の過半数の同意を得なければならないようにし、その変更要件を多少厳しくしている
· しかし、このような勤労基準法上の規定にもかかわらず、韓国の判例では就業規則の不利益変更の際でも、勤労条件の変更が社会通念上合理性を得ていると認められると、勤労者の集団的同意を得なくても有効であるとし、柔軟な態度をとっている。（大法院 1978.9.12.宣告 78ダ1046判決　以下多数)

 · 従って、会社の経営状態が悪化したなどの場合も、上の条項により労働条件の下方修正が事実上不可能であるとの批判は、上の条項に対する韓国の判例の柔軟さを考慮していないことに因るものであると判断される
	受入
困難


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	③有給休暇の買い取り禁止

	労働部
	 · 政府は勤労者の休暇使用を促進するため、年次休暇使用促進制を導入しており、同制度によると、使用者は休暇使用期間が終了する3ヶ月前に勤労者に残存年次休暇を使用するよう求め、もし勤労者が定められた期間中に使用しない場合は、会社の金銭保障義務を免除している
－ しかし、明示的に年次有給休暇の買い取りを法律で禁止することは困難である
   * 参考として、07年10月に、公企業の年次休暇使用促進実態を調査した結果、調査対象の44箇所の内、17箇所で休暇使用促進を実施しており、これによって120億ウォンの予算が削減されたことが明らかになった
	受入
困難

	④法定退職金制度の改正
	労働部
	 · 退職金制度は、05年12月以後、退職年金制度に転換され、勤労者に対する多面的な老後所得保障体系を支援している。
 · また、法定平均賃金は勤労者の退職金の最低基準を定めるための制度であり、廃止は不可である
	受入
困難

	⑤国家有功者雇用義務の弾力的運用
	国家
報勳処
	 · 　国家有功者に対する就業支援は、憲法が定める事項であり、緩和は極めて困難
  -　経済自由区域に入居した一部の外国系企業に対する雇用義務の軽減は、国家の特定目的のために制度運営上例外を設けているもので、憲法と矛盾していると見ることはできず、就業希望者が多い現実と国内企業との平衡性を考慮した時に一般の外国系企業にまでこのような雇用義務を軽減させるのは困難 

 · 外国人投資企業に国家有功者の就業を斡旋する場合は、できるだけ当該企業に必要な語学力がある者など、外国人投資企業が必要とする国家有功者を斡旋するよう積極的に努力

	受入
困難


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	⑥ 非正規職の使用期間制限の
緩和
	労働部
	 · 非正規職勤労者の使用期間制限(2年)は、長期間にわたる政労使、および国会の議論を経て決められたもので、法施行の初期段階である現時点で再度法律の改正を議論するのは不適切
- この問題は労使間の見解が先鋭に対立している事項であり、今後十分な法施行の結果、改正の必要性がある時に、労使間の十分な協議を経て中長期的に検討していく必要がある
· 　また、経済自由区域における特例を一般の外国系企業に拡大適用することは、国内企業との平衡性を勘案すると受入れ困難
* 経済自由区域内の外国人投資企業においては、経済自由区域委員会の審議・議決によって派遣期間の延長が可能

	長期
検討

	⑦ 労組専従者の給与支援禁止措置の早期実施 
	労働部
	 · 韓国政府は、3年間施行が猶予となっている労組専従者の給与支援禁止事項と、複数労働組合の許容事項などを議論するため、政労使の利害当事者が参加する「労使関係発展委員会」を構成・運営中（06年10月）
- 07年には、その間の資料を整理・分析するため、別途の専門家グループを構成
 · 08年には専門家グループの報告資料に基づいて、政労使の利害当事者間の実質的な議論を通じ、 労組専従者の給与支援禁止の規定が合理的に検討・施行されるよう努力する
 · 労働組合の財政的な自立方策に関する集中的な議論は08年以降行う計画であり、現在まではさほどの進捗はない

	長期
検討


2. 金融分野(7件)
	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	①　過少資本税制の外国金融機関への弾力的運用 
	財経部
	 · 金融業に対する借入金の倍数調整は、他の業種との平衡性の確保のための措置であり、アメリカ、日本などが業種とは関係なく同一倍数を適用している外国の事例を考慮して決めたものである。
· 借入金の倍数調整は、去る7月に発表し、６カ月程度の猶予期間を設け、０８年１月から施行することにしたものであり、これを現時点で修正するのは困難
	受入
困難

	② 海外送金の規制緩和
	財経部
	 ·　外国為替取引法令上、代金の支払い及び領収時に支給證憑書類を提出するよう規定したのは、モニタリングにその目的がある
- 政府は外為自由化推進方策により、輸出入実績が米ドル５千万ドル以上の企業の輸出入代金の支払い及び領収時の支給證憑書類の提出義務を免除する等、段階的に規制を緩和
· 今後、政府は外為自由化計画に基づき、外為規制を持続的に緩和する予定
	長期
検討


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	③ 有価証券保有制度の外国金融機関への弾力的運用 
	財経部
	 · 世界各国も自国の状況に応じて、本店資本金制度と、支店資本金制度を選択して運用している
    * シンガポール、台湾等は支店資本金制度（営業基金）を施行しており、EUの場合も非EU国家に対して支店資本金制度を運用
 · 国内の環境上、本店資本金制度への転換は長期的に検討する一方で、支店資本（営業基金）の範囲拡大を推進
    * 外国系銀行の本店、または海外支店からの１年超過借入金のうち、国内運用金額を営業基金として認定（０１年銀行法施行令改正）
   - 国内金融市場の成熟度、北東アジアの金融ハブとしての成長などを考慮し、長期的に本店資本金制度への転換可否を検討
	長期
検討

	④ 代金決済の事前申告義務の免除 
	財経部
	 · 経常取引代金を銀行を経由して決済した場合、現在も申告は不要
   - ただ、銀行を経由しない場合や相殺、第三者支給等、特別な場合に限って韓国銀行などに申告するようにしているが、このような申告義務も０６年５月に発表した外為自由化推進方策に基づいて段階的に緩和する計画
 · ０７年１２月から優先的に相殺対象債権、または債務の中で一方の金額が米ドル５０万ドル以下の場合、韓国銀行申告から外国為替銀行申告へと緩和する方針（１２月中施行）
   * 外国為替銀行申告は、事実上自由化と見做す
	一部
受入



	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	⑤ 非居住者への韓国ウォン為替市場の開放
	財経部
	 · ０６年１月から資本取引許可制が廃止され、非居住者の韓国ウォン為替借入取引が全面的に申告制に転換されるなど、非居住者の韓国ウォン保有の制限が大幅緩和され、０６年５月に発表した外国為替自由化推進方策によって非居住者に対する韓国ウォン為替市場の開放を段階的に拡大
- ０７年１２月からは次のような措置を推進
   * 韓国ウォン輸出入許可制の廃止、非居住者の類似韓国ウォン勘定の統合、非居住者が国内銀行からの韓国ウォン借入の際に申告免除限度を１００億ウォンから３００億ウォンへ拡大、海外取引所での韓国ウォン決済の許容など
	一部
受入

	⑥ 同一人又は同一グループに対する貸出規制の改善
	財経部
	(③有価証券保有制度の外国金融機関に対する弾力的な運用と同様)

 · ·世界各国も自国の状況に応じて、本店資本金制度と、支店資本金制度を選択して運用している
 · 国内の環境上、本店資本金制度への転換は長期的に検討する一方で、支店資本（営業基金）の範囲拡大を推進
   - 国内金融市場の成熟度、北東アジアの金融ハブとしての成長などを考慮し、長期的に本店資本金制度への転換可否を検討
	長期
検討

	⑦ 中小企業貸出比率規制の撤廃
	韓国
銀行
	 · 中小企業貸出比率制度は義務事項ではなく勧告事項であり、特に外国銀行の支店が韓国銀行の総額限度貸出を受けていない場合は一切制裁がない
 · 一方、韓国銀行は金融機関資金運用の自主性を向上させるため、中小企業の銀行資金可用性(availability)改善の状況などを見ながら同制度を合理的に改善していく計画である
	長期 検討


3. 税務会計分野(4件)
	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	① 税務調査期間の不合理な延長 
	国税庁
	 · 国税基本法、及び調査事務処理規定に税務調査期間の延長事由が列挙されており、
   - 調査期間を延長したい場合は、調査部署でなく納税者保護担当官の事前審議を受けるようにし、調査部署が調査期間を任意に延長することを制度的に制限している
· また、調査期間を延長する場合は、納税者保護担当官が延長の事由と延長期間を明示した調査期間延長通知書により納税者に通知するようになっている
· このような原則が調査現場で徹底的に守られるよう管理を徹底する
	受入
可能

	② 企業会計基準の為替差損益と外貨換算損益の区分 
	金監委
	 · 韓国は２０１１年から国際会計基準を全面的に導入する予定であり、国際会計基準が適用されると、このような外国為替取引関連の損益区分の問題は自然に解決されるものとみる
· また、 国際会計基準が義務適用とならない非上場会社などのための会計基準にも国際会計基準と同様の会計処理方法を反映することを積極的に検討する予定
· また、現行の企業会計基準によっても、重要でない項目に対する為替差損益と外貨換算損益を区分せず統合して表示することが可能
-ただ、大多数の企業が①為替差損益は実現損益である反面、②外貨換算損益は未実現損益である点を勘案し、これを投資者に知らせるため区分・表示してきた  
	受入
可能


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	③ 国税庁と関税庁における移転価額の評価の違い
	財経部
国税庁
関税庁
	 · 移転価格に対する関税、及び内国税当局の調和は、韓国だけでなくほとんどの国家が関心を傾けている重要な分野として、WTO、 WCO(World Customs Organization) 及びOECD等で共同研究を行っているが 
   - 両課税当局が適用する課税基準がOECD移転価格課税指針と関税評価協定とで相違しており、合意された基準が出来上がるまでは相当の時間が所要されるものと予想.

 · 韓国の関税当局では２００８年１月１日から外国人投資企業など、特殊関係者間の取引に対する課税価格決定方法事前審査制度を施行し、外国人投資業者の経営の安定と関税に対する予測可能性向上を図っている
    - この制度を施行すると同時に、移転価格と関税評価の調和に関する問題を研究できる別途の組織を構成して制度の発展方案を研究し、課税当局間の協力方法についても議論していく予定
* 関税庁は本制度の導入のため、外国人投資企業、多国籍企業などを招聘して２回にわたる説明会を開催し（‘07.4.26, 12.5）、意見を聴取したことがある

	長期 

検討

	④パススルー(pass through) 課税の実現 
	財経部
	 · 現在、パートナーシップ課税特例制度は国会で議論中であり、政府も同法令改正案が早急に処理できるよう努力する
- 07.10.2 徴税特例制限法改正案の国会提出
    - 07.12月現在、財経委に係留中
   * パートナーシップ課税特例：同業企業をパススルー(Pass through)とみて、同業企業から発生した所得に対して同業企業段階では課税せず、これを構成員の同業者へ帰属させて同業者別に課税する制度

	受入
可能


4. 知的財産権分野(13件)
	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	① 不適切な区分への移行指令 
	特許庁
	 · 類似商品・サービス業審査基準に具体的な類似判断基準を定め、約１万６千の商品細目を類区分に従って例示している
 · 健康食品の場合は、主材料食品が属する商品として分類している
   - 例えば、「蚕から抽出したシルクペプチドを主原料とした健康機能食品」は、「織物用糸」が属する第２３類ではなく、主材料食品である「蚕」が属する第２９類として分類している 

* 実際の誤分類事例を提示して下されば、審査官に教育・広報する
	措置
完了

	② 商標の優先審査制度の導入
	特許庁
	 · 商標の場合、審査待機期間が６ヶ月の短期間であるため、商標優先審査制度導入の必要性は少ない
   - 審査待機期間には、商標出願書に対する方式審査、商品類の分類、及び電子化などの業務が進行される
   -６ヶ月より早期に審査する場合は、パリ条約による優先権主張出願件に対する審査ができないケースが発生する
   ※ パリ条約による優先権の主張：外国に商標を出願した後、６ヶ月以内に韓国で商標出願すると外国での最初出願日が認められる制度
 · 商標優先審査の要求は国際第３者との紛争など、私益事由によるもので、国防上必要な発明など、公益上の事由は存在しない
· 商標法上、出願中の商標に対して他人が無断で使用する場合には警告することもでき、業務上損失に対しては保証金を請求することも可能

	受入
困難


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	③ 図面代用写真による意匠出願の審査緩和 
	特許庁
	 · デザインを登録するためには出願書にデザイン図面を作成して添付したり、図面に代わって写真を提出しなければならない
· 写真の場合、デザインの形状、模様が明確に把握できるように正面図、側面図など６面図に準する写真を提出（デザイン審査基準第３条）
 · 図面、または写真があまりにも小さかったり鮮明でないためにデザインが正確に分からない場合など、デザインの表現が具体的でないデザインは登録できない
 · 物品の寸法が微細に不一致しているとの理由だけで補完修正命令を受けた実例を提示していただけると審査官に教育・広報する

	受入
可能

	④侵害立証の容易化 
	特許庁
	 · 特許庁は知財権侵害訴訟で侵害行為の立証を容易にするため、侵害、及び　損害額算定のための資料が訴訟過程で円滑に提出されるよう、０７年「秘密維持命令、及び命令違反の際には刑事処罰する制度」を特許法など特許庁所管法律に新設するよう法改正を推進中（国会産資委に係留中）
 · 訴訟提起前の証拠収集のための手続きは民事訴訟体系と関連したもので、各国毎に司法制度の差異によってお互い異なる形態であるため、知財権関連省庁である法務部、文化部、情通部などと長期的な検討が必要な事項である

	長期 検討


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	⑤ 侵害訴訟における特許無効の抗弁の許容
	特許庁
	 · 特許権などの無効如何は特許に関する専門知識と経験を備え持った審判官から成る特許審判院で審判を受けることが最も正確な紛争解決方法であるため、裁判所の侵害訴訟で特許権などの無効を判断できるように制度化するのは望ましくない
· ただ、特許紛争の内容が簡単な場合は、裁判部が特許無効の抗弁を受入れて特許権などの無効可否を自ら判断する場合があるが、これは該当裁判部の法的判断にかかっているもので、行政機関である特許庁が司法部の法的判断に関与するのは困難
 · 侵害訴訟の進行中、特許請求範囲の訂正が必要な場合、特許審判院に訂正審判（特許法第１３６条）を請求して解決することができ、裁判部が訂正請求項の提出を受けて判断を下すのは、上記の理由で望ましくない

	受入
困難

	⑥ 商標出願の先後願いに関する規定適用の判断時期の改善

	特許庁
	 · 先登録商標との類似如何の判断時点を審査時とした場合、審査の緩急によって該当出願件の登録可否が影響を受けるようになるため、望ましくない
 · 審判が請求された場合は、審決確定時まで審査を保留しなければならないため、審査が遅延され再審によって審決が反覆される恐れがあるためである
 · 先登録商標との類似如何に対する判断時点を出願時と審査時のどちらにするかの問題は原則的に各国の立法政策に基づいて決定する事項である
   - 韓国は３０年以上、出願時点を基準に類似如何を判断しており、最高裁判所の判例も確立されている
	受入
困難


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	⑦　中用権の導入
	特許庁
	 · 登録商標が先登録商標と類似しているとの理由で無効となった場合は、その商標を継続使用するのは先登録商標権者の権利を不当に侵害するものである
· 識別力がないため無効とされたなら商標権者は自分の商標を継続使用することができる
 · 無効とされた商標が有名だからといって、この原則の例外ではない
· ただ、先登録商標より先使用しはじめた商標の場合は、商標法規定により該当商標を継続して使用することができるといえる
	受入
困難

	⑧ 外国語出願を原出願とする韓国出願における原文に基づく手続き

	特許庁
	 · 国際特許出願の原文を補正の基準にした場合、補正の適合可否を判断するときに多様な言語で作成されている原文をいちいち確認しなければならないため、補正に対する第３者の監視負担及び審査官の審査業務負担が増加
· また、翻訳文を補正基準にするとしても、誤訳補正のほとんどは当業者に明らかな事項の範囲内で明細書及び図面の他の記載を参考にして補正することができるので補正基準を原文にするのと実質的な差異はない
·　さらに、本建議事項の反映は条約優先権主張出願との平衡性・制度運営の統一性の側面を考慮した際、外国語出願制度の導入とともに推進しなければならない事項である
 · 従って、法改正による混乱を最小化するため今後特許出願の利便性の増大、第３者監視負担及び特許法条約(PLT)加盟可否などを総合的に考慮して反映可否及び時点を慎重に決定する
	長期 検討


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	⑨ 英語による外国語特許出願の導入

	特許庁
	 · 英語表記外国語出願制度を導入した場合、特許性を判断する時、英語の出願書とその翻訳文の一致可否をいちいち確認しなければならないため、出願に対する第３者の監視負担及び審査官の審査業務の負担が増加
· また、英語で表記された出願だけを受入れた場合、フランス語、ドイツ語など他の言語に対する差別問題も発生する恐れがある
 · 一方、特許法条約(PLT)で、すでに英語を含めたすべての言語に対する外国語出願制度を導入することにしているため
 · 法改正による混乱を最小化するため今後特許出願の利便性の増大、第３者監視負担及び特許法条約(PLT)加盟可否などを総合的に考慮して反映可否及び時点を慎重に決定する
	長期 

検討

	⑩ 分割出願の時期的要件の緩和

	特許庁
	 · 出願人が最初明細書、または図面に記載した発明に対しては最大限特許を獲得する機会を保障してあげる必要がある
· これによって、出願人が拒絶決定を受けた場合は、拒絶決定後一定期間以内に出願を分割可能にする特許法改正を推進中（０７年１０月国会提出）
* 拒絶決定謄本の送達を受けた後に拒絶決定不服審判を請求できる期間（
３０日）
 · しかし、特許決定がされたにもかかわらず分割できる機会を追加で与えることは権利確定の遅延による第３者の監視負担を増加させる問題を引き起こす
· 従って、出願人の特許獲得機会の保障、第３者の監視負担、グロバールハーモナイゼーションなどを考慮し、長期的に検討する
	一部
措置
完了


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	⑪　無効審判の請求人適格制限の緩和
	特許庁
	 · 特許法上利害関係者と審査官のみに無効審判請求人資格を持たせるのは、審判請求の利益がないと審判請求権もないとの民事訴訟法の基本原則を反映したものである
· 特許審判院の実務上の利害関係人の範囲を幅広く認めるとして誰でもいつでも無効審判請求を提起できるように特許法を改正すると、特許権者に害悪を及ぼすことを目的に無効審判請求を乱発し特許権者が多大な時間と費用がかかるという問題が発生し得る
  - 請求人適格制限を緩和すると無効審判請求を乱用する恐れがあるため、本建議の内容は長期的に慎重に検討すべき
	長期 

検討

	⑫ 従属形式のクレーム表現の承認
	特許庁
	 · ２以上の項を引用している請求項目を一度に再度引用して請求する場合、その内容があまりにも複雑になるため第３者、審査官及び裁判所などが請求項解釈をする上で困難が生じる
    * アメリカ、PCTにおいても建議された内容と同じ場合を認めていない
 · 従って、審査官の業務負担、第３者の理解の容易性、グロバールハーモナイゼーションを考慮し、長期的に検討する
	長期
検討


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	⑬拒絶理由通知に対する応答期間の延長
	特許庁
	 · （拒絶理由通知に対する基本答弁期間を現行の２ヶ月から３～４ヶ月に延長してほしいとの要請に対して）韓国の場合、現在、拒絶理由通知に対する基本答弁期間を内外国人の区分なしに２ヶ月以内に規定しており、その答弁期間がさらに必要な場合は、延長理由に関わらず期間延長申込を通じて基本答弁期間延長の効果が得られる
· また、今後、登録遅延による特許権存続期間延長制度が導入されると基本答弁期間の延長は特許権存続期間延長にも影響を及ぼすため、出願人の期待利益及び存続期間延長による第３者負担などを比較衡量し、慎重に決定する
 · （指定された期間内に答弁がない場合、期間延長申込があるものと推定し、後に必要な手続きと延長手数料を支払える制度を検討してほしいとの要請に対して）　現在アメリカで運営している制度と類似しているが、基本答弁期間内に答弁がない場合、別途拒絶決定を通知するのは韓国・日本にはまだ導入されていない制度である
· また、指定期間延長制度を変更した場合、拒絶決定通知など最終処分を遅らせるしかなく、審査処理期間の遅延及びこれによる第３者の監視負担の増加が発生する恐れがあるため、答弁期間を３～４ヶ月に延長してほしいとの要請とともに長期的に検討する

	長期 検討


5. 個別要望事項(8件)
	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	1 安全性評価試験所の新設
	環境部
	 · 水棲生態毒性に関する評価対象機関の指定不足で評価待機時間が長くかかる問題を認識しており、これらの問題を改善するため長期的に毒性評価試験機関の指定を拡大する方案を検討する

	長期 

検討

	② 通関時における安全規制の認証取得の確認
	関税庁
	 · MIC認証と関連した情報通信機器の場合、通関の段階で必ず確認しなければならないほど健康と安全などと直結する品目に該当するとは見難く、年間３０万件が輸入されている情報通信機器を人数の増員なしで税関で確認するのも現実的に困難
· 情報通信機器を確認対象に指定する際、税関長の確認対象と指定されていないその他の物品と平衡性の問題が発生し、結局すべての輸出入物品の個別法令による規制事項を税関で確認しなければならなくなり、この場合、要件確認の対象如何を判断及び確認するための通関遅滞、苦情発生の増加などで貿易手続きの円滑化・簡素化の流れに逆行
    * 情報通信機器以外にも福祉部などの各種機関で税関長確認指定を要請
 · 併せて、情報通信機器（電波法、電気通信基本法対象物品）は、９７年IMF合意事項（貿易自由化）履行のための通関手続きの簡素化の観点から９９年の税関長確認対象から除外された経緯があり、
     * ９９年１６法令の該当物品を税官長確認対象から廃止
· 税関長確認対象物品として再度指定した場合、規制新設・強化に繋がり、規制改革に逆らうだけでなく苦情を引き起こす

	受入
困難


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	③ 医療機器輸入販売許可のグローバルハーモナイゼーション
	福祉部
	 · その間、韓国の医療機器管理制度はグロバールハーモナイゼーションを実現するため多角的に努力し、今後も持続的に推進する計画
· しかし、アメリカ、ヨーロッパ、日本政府が発行した承認証明書がある場合、無条件で韓国輸入販売承認を与えるよう検討を要請された事項については、同国家においても韓国で許可など承認を得た製品を認めておらず、別途の承認を受けることになっている点を勘案すると国家間MRA（相互承認協定）を通じて検討すべきである
	長期 

検討

	④ 出生届に関する韓日関連機関の連携
	法務部
	 · 出入国管理法第２３条（滞留資格付与）に大韓民国の国籍を喪失したり大韓民国における出生その他の事由で第１０条（滞留資格）の規定による滞留資格を得られないまま滞留することになった外国人は、その事由が発生した日から３０日以内に大統領令が定めるところに従って滞留資格を受けなければならない
 · 国内で出生した外国人が滞留資格を得るためには、パスポート、出生証明書等が必要であるが、国内で出生した外国人の場合、現実的に３０日以内にパスポート及び出生証明書の発給を受けるのは難しい点を考慮し、出入国管理法を改正して滞留資格付与期間を９０日に延長する予定
	受入
可能


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	⑤ 韓国に滞在する外国人の利便性の向上
	法務部 財経部
福祉部
	 ㆍ 1) （外国人登録番号の便宜性の向上）　外国人のインターネット電子商取引等、自由な経済活動を支援するため、韓国情報通信産業協会の中継サーバーを利用して出入国管理事務所の実名確認サーバーに接続し、リアルタイムで外国人登録及び実名如何を確認する外国人実名確認システムを２００４年７月から施行している
   - しかし、政府機関・公共団体などの利用活性化にもかかわらず、実際インターネットを利用する外国人は少なく、インターネット事業者の外国人実名確認中継サービスの利用を避けるため、その使用実績は低調
· 従って、外国人実名確認中継システムの利用率を向上させるためには情報通信部及び韓国情報通信産業協会等、関係機関との共同の努力が必要
 ·　2) （金融機関などの信用審査）カード会社は信用情報会社及び各社の信用評点制度(Credit Scoring System)を利用してクレジットカードの発行及び利用枠を決めており、個人の人的情報及び職場・所得現況・金融機関の取引実績・支払い遅延の有無・負債現況など、長期間に蓄積されたデータに基づいて各事項に加重値を与えて評点を出し、これによって個人のクレジット点数を算出
   - 外国人の場合、カード発給審査のためのデータ不足、支払い遅延後海外に移住する等の問題が存在するため、カード会社のリスク管理の強化が必要
· クレジットカードの発給が難しい内国人の場合、クレジットカード加盟店で使用可能なチェックカードを発給することで決済の利便性及び多様な付加サービスを提供しているため、外国人もチェックカード発給により同問題の先決が可能
 · 3) 　（障害者登録証の発給）　長期滞留する外国人に大きな財政的負担無しで優先的に与えられる障害者へのメリット（例えば、故宮・博物館・公共体育施設の料金減免、障害者福祉館の利用など）を検討して施行する方策を設ける

	1)受入
可能
2)受入
困難
3)長期 検討


	項 目
	所管省庁
	所管省庁の検討意見
	備考

	⑥ 少量研究開発用化学物質サンプル輸入手続の緩和
	環境部
	 · 事業者の負担を軽減するため、年間１００kg以下を製造したり、輸入する新規化学物質を有害性審査免除の対象として規定しているが、有害性審査免除確認すら施行されなくなると、新規化学物質の輸入が可能になり有害性審査制度の実効性を失ってしまうため、有害性審査免除確認の手続きの存続はやむを得ない
· 研究開発用サンプルの場合も、有害性審査の免除対象にはなれるが、新規化学物質の体系的管理、及び基礎情報確認の側面から有害性審査免除確認をうけずに輸入できるようにするのは望ましくない
 · また、新化学物質管理制度(REACH)施行（０７年６月）など、国際的に化学物質の規制が強化されている傾向を考えると、国民健康及び環境上の危害を予防するため必要な規制を緩和するのは困難
	受入
困難

	⑦ 金浦空港（国際線）の入国審査における投資外国人専用ゲートの設置など
	法務部
	 ㆍ 金浦空港は一日平均２，３００名の内・外国人が入国しているが、人数不足で６～７人の審査官が入国審査を担当しており、入国手続きに長時間が必要
   -入国者数(０７年１月～１１月) ：７５万人(前年同期６６万人対比１４％増加)

   - ０７年１０月から金浦ー中国虹橋間シャトル運行による乗客の増加など
 · わが部では入国乗客に対する円滑な審査のため行政自治部等、関連省庁と増員を協議中であり、適正人数に増員されると外国人投資者のための専用審査台設置を検討する予定
	長期 

検討

	⑧ 交通弱者への配慮
	建交部
	 · バス運輸従事者への常時安全教育関連
   - バス運輸従事者に対しては市・道単位で組織された事業組合で安全運行等に関する教育を実施しているところ、同教育が実質的に従事者の安全マインドと交通ルール意識向上につながる教育になるよう、指導・監督機関である市・道が徹底した指導・監督を指示し、関連バス業界にも協力を求める計画
	受入
可能
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